
 

受動喫煙防止対策に取り組む市内の飲食店、旅館業等の 

中小企業の事業主の皆様へ対策費用の一部を助成します。 

 

１．流山市受動喫煙対策助成金制度の目的 

２．交付対象となる事業主 

３．助成金の額について 

４．申請から交付までの流れ 

※助成は、予算の範囲内で原則受付順としますので、事前に

ご相談ください。 

 

 

流山市 

流山市受動喫煙防止対策

助成金制度のご案内 



１．流山市受動喫煙対策助成金制度の目的 

２．支給対象となる事業主 

３．助成金の額について 

  

 

厚生労働省の「受動喫煙防止対策助成金制度」を利用して喫煙室の

設置等の対策に取り組んだ事業者に費用の一部を助成し、多くの事業

者が受動喫煙防止対策を取り組める環境を整えることにより、一層の

受動喫煙防止対策の推進を図ることを目的としています。 

 

 

 

この助成金は、次の①～③の全てに該当する事業主が支給の対象と

なります。 

① 流山市内で旅館、料理店又は飲食店を営む者 

② 厚生労働省が受動喫煙防止対策助成金交付要綱（厚生労働省発基

安 0506第１号）に基づき交付する受動喫煙防止対策助成金（以下

「国の受動喫煙防止対策助成金」という。）の交付決定を受けた市内

に存する事業場の事業主 

③ 市税を滞納していない者 

 

 

 

 

助成金の額は、国の受動喫煙防止対策助成金の助成対象経費とな

った金額の四分の一となります。（上限額二百万円） 



４．申請から交付までの流れ 

 

 

 

 

 

 

 

① 「流山市受動喫煙防止対策助成金交付申請書」（別記第１号様式）の提出 

申請書に次の書類を添えて流山市健康福祉部健康増進課に提出してください。 

ア 国の受動喫煙防止対策助成金交付額確定通知書（写し） 

イ 国の受動喫煙防止対策助成金事業実績報告書及び添付書類（写し） 

ウ 国の受動喫煙防止対策助成金の申請日が確認できる書類 

エ 受動喫煙防止対策の内容を明らかにする図面 

オ 受動喫煙防止対策後の施設状況を明らかにする写真 

カ その他市長が必要とするもの 

 

② 申請書類の審査 

審査段階で根拠となる資料を求めることがあります。また、資料が整わないとき

は交付決定されない場合があります。 

 

③ 交付（申請却下）の決定 

適当と認められれば、「流山市受動喫煙防止対策助成金交付決定（申請却下）通

知書」により、交付決定が行われます。 

 

④ 助成金の請求 

交付決定後、「流山市受動喫煙防止対策助成金交付請求書」（別記第３号様式）に

より請求を行ってください。 

 

 

 

 

偽りその他不正の行為により本助成金の支給を受けたと認められる場合には、

支給した助成金の返還を求める場合があります。 

 

 



問い合わせ先 

 

 

流山市受動喫煙防止対策助成金について 

流山市保健センター（流山市健康福祉部健康増進課） 

〒２７０－０１２１ 

住所 流山市西初石４丁目１４３３番地の１ 

電話 ０４－７１５４－０３３１ 

 

受動喫煙防止対策助成金（厚生労働省）について 

千葉労働局健康安全課 

〒２6０－８６１２ 

住所 千葉市中央区中央４丁目１１番地１号  千葉第２地方合同庁舎 

電話 ０４３－２２１－４３１２ 


